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漠

の

蔑

夫

大

庭

傭

漠
の
観
衆
構
造
を
理
解
す
る
た
め
に
は
'
そ
の
官
吏
の
組
織
や
職

分
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
須
の
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ

が
'
主
た
る
資
料
で
あ
る
前
漢
書
百
官
公
卿
表

･
練
漢
書
百
官
志
Q

記
述
は
'
個
々
の
官
職
に
つ
い
て
み
れ
ば
案
外
簡
署
で
あ
る
し
'
湊

嘗
儀
そ
の
他
の
官
制
に
関
す
る
資
料
も
殆
ど
散
供
し
て
S,て
'
多
-

を
期
待
で
き
な
い
'
特
に
下
級
官
吏
に
つ
い
て
は
'
何
物
を
も
語
っ

て
い
な
い
に
等
し
い
と
い
え
る
.
こ
う
い
う
状
態
に
お
い
て
は
'
列

侍
の
中
に
散
在
す
る
断
片
的
な
材
料
や
､
漠
碑
を
は
じ
め
'
出
土
資

料
に
凍
っ
て
い
る
僅
か
な
片
鱗
を
集
積
し
て
'
犀
納
的
に
復
原
す
る

以
外
に
方
法
が
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
0
そ
の
意
味
に
お

い
て
､
厳

所
望
氏
の

一
連
の
労
作
'
稗
に
最
近
の

｢漠
代
地
方
行
政
制
度
｣
と

ノヽ

題
す
る
大
作
は
,
最
も
注
目
す
べ
き
論
文
で
あ
ろ
4G
o
ま
た
,
公
文

1L.■ーれH】

究
の
馬
に
も
意
義
深
く
,
藤
枝
晃
氏
の

｢漠
簡
職
官
桑

は
そ
れ
を

垂
理
し
た
も
の
で
過
る
.

私
も
こ
の
小
稀
で
'
漠
の
喬
犬
に
つ
い
て
'
断
片
的
な
資
料
を
あ

つ
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
0
従
釆
'
藩
夫
と
い
え
ば
'
三
老

･

ノヽ

潅
微
と
な
ら
ん
で
郷
官
の

T
に
数
え
ら
れ
て
い
翫
o

そ
れ
は
,
漢
書

百
官
公
卿
表

･
練
漢
書
百
官
志
-

以
下
'
百
官
表

･
百
官
志
と
略

解
す
る
～

に
明
記
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
0
し
か
し
'
列
侍

を
は
じ
め
諸
種
の
資
料
の
中
灯
は
,
ど
う
L
で
も
郷
官
と
は
考
え
ら

Iヽ.4

れ
な
い
普
天
が
虜
数
散
見
す
る
｡
同
じ
漠
の
官
僚
機
構
の
中
に
あ
っ

て
､
同
じ
番
犬
と
い
う
名
を
持
つ
以
上
'
両
者
は
無
関
係
で
は
な
い

′筈
で
あ
る
.
で
は
こ
の
雨
着
を
含
む
蕃
夫
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ

ろ
う
か
｡
私
の
展
開
は
そ
れ
か
ら
出
零
し
た
の
で
あ
る
｡
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"

り

番
犬
と
い
ぅ
官
名
誓

漠
で
は
ま
す
文
帝
の
詔
に
み
ら
れ
る
が
｣

FmHu6

韓
非
子
に
も
み
え
て
い
て
(
戦
観
時
代
か
ら
存
在
し
た
こ

と
は
廉
S,

な
い
の
み
な
ら
ず
'
偽
書
胤
征
篇
に

0
0

乃
季
秋
月
朔
'
辰
弗
集
干
房
'
曹
奏
鼓
'
番
犬
馳
'
庶
人
走
｡
.

と
あ
る
か
ら
'
相
嘗
古
く
か
ら
透
っ
た
ら
し
い
｡
儀
穏
勤
鰻
の

番
犬
承
命
'
骨
子
天
子
｡

の
証
に
は
'

喬
天
蓋
司
茎
之
属
地
｡

と
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
周
程
に
番
犬
の
名
が
な
S,薦
'
恐
ら
-
侠

亡
し
た
司
茎
の
篤
の
な
か
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
漠
儒
の
苦
肉
の

解
樺
で
あ
っ
て
t
と
-
も
な
お
さ
す
'
漠
で
は
既
に
そ
の
由
来
が
わ

か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
.
も
っ
と

も
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
古
い
に
し
て
も
'
古
来
さ
ほ
ど
高
級
な
官
で

な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
本
義
は
'
詮
文
に
田
夫

Ll■Ht
dU

と
い
う
様
に
'
穂
夫
'
す
な
わ
ち
農
夫
の
意
味
か
ら
樽
じ
て
官
名
に

用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
(追
記
参
照
)

と
こ
ろ
で
'
藻
の
番
犬
の
中
で
郷
官
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も

の
が
'

7
体
ど
れ
位
給
わ
だ
せ
る
だ
ろ
う
か
.
そ
し
て
そ
れ
ら
は
t

と
の
様
な
官
廉
に
所
属
し
て
S
'た
だ
ろ
う
か
.
こ
の
鮎
を
ま
ず
し
ら

べ
て
み
よ
う
｡

｢

虎
圏
番
犬

漢
書
巻
五
十
張
輝
之
停

0
0
0
0

(女
帝
)登
虎
圏
'
間
上
林
尉
禽
獣
簿
十
飴
間
'
虎
圏
番
犬
従
傍
代

尉
封
上
新
聞
禽
獣
簿
甚
悉
.
････女
帝
‥
･
･詔
樺
之
'
葬
番
犬
馬

上
林
令
｡

虎
圏
の
圏
と
は
警

養
う
所
謂

,
禽
獣
簿
と
は
,
恐
ら
く
飼
養
し

て
い
る
動
物
の
種
類
や
数
及
び
飼
育
状
態
を
し
る
し
た
管
理
簿
で
あ

ろ
う
.
上
林
と
は
'
秦
以
来
の
苑
圏
で
'
武
帝
の
建
元
元
年
に
至
っ

て
改
造

.･
境
張
さ
れ
た
所
謂
上
林
苑
で
あ
る
｡
元
鼎
二
年
'
事
務
が

増
大
し
た
結
果
､
新
に
水
衛
都
尉
の
官
を
設
け
て
管
理
せ
し
め
た
｡

そ
の
下
に
上
林
令

･
丞
が
あ
り
'
上
林
に
は
八
丞

･
十
二
尉
が
あ
っ

た
新
宮
.
し
か
し
武
帝
の
損
張
以
前
は
少
府
に
属
し
,
そ
れ
程
分
れ

て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
.
張
樺
之
傍
の
文
よ
り
'
虎
困
苦
夫
は

明
ら
か
に
上
林
尉
よ
り
下
級
の
官
で
'
こ
の
所
属
系
列
は
'
少
府
1

-
上
林
令
-

(上
麻
丞
)-

上
林
尉

-

虎
圏
畜
夫
と
な
る
.

二
㌧
少
内
番
犬

藻
書
巻
七
十
四
丙
告
俸

元
帝
時
'
長
安
士
伍
舎
上
苦
言
､
臣
少
時
薦
郡
邸
小
吏
'
鏑
見
孝
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宣
皇
帝
以
皇
曾
孫
在
部
邸
獄
｡
是
時
冶
獄
使
者
丙
書
'
見
皇
曾
孫

～

遭
離
無
事
｡
吉
仁
心
感
動
'
沸
泣
懐
側
'
撰
揮
復
作
胡
組
'
養
成

0
0
0
0

皇
孫
-

･数
月
'
廼
達
組
去
'
後
少
再
審
天
白
吉
日
'
食
皇
孫
亡

詔
令
'
障
害
得
食
米
肉
'
月
月
以
給
皇
孫
｡

)7

少
内
と
は
､
液
庭
の
府
疲
豊

と
る
官
で
-

硝
洲
｡

百
官
表
で

･は
'
披
庭
は
少
府
に
属
し
'
も
と
永
巷
と
い
っ
た
が
'
武
帝
の
太
初

元
年
に
名
を
更
え
た
o

液
塵
八
丞
と
い
う
が
'
八
丞
の
職
分
は
わ
か

ら
な
い
.
披
庭
の
職
は
宣
帝
紀
慮
観
注
に

液
庭
'
宮
人
之
官
'
有
令
丞
､
富
者
璃
之
｡

と
い
ゝ

'
百
官
志
に
は

破
産
令

7
人
六
百
石
'
本
注
目
'
官
者
'
掌
後
宮
貴
人
愛
女
事

と
い
う
か
ら
'
後
宮
貴
人
を
掌
る
官
で
あ
る
o
そ
こ
で
'
液
庭
八
丞

の

1
に
少
内
丞
が
あ
り
'
後
宮
貴
人
等
に
封
す
る
給
輿
を
据
嘗
し
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
但
し
'
後
湊
で
は
披
庭
は
三
丞
で
'
少

内
は
み
あ
た
ら
な
い
｡

どり

≡
,
暴
塁
審
大

湊
書
巻
八
宣
帝
粘

0
0
0
0

液
庭
令
輩
賀
-

上
長
曾
孫
奉
養
甚
謹
-

･欧
壮
'
馬
取
暴
窒
普
天

許
庚
漠
女
｡

貴
重
は
百
官
表
に
は
な
い
o

宜
帝
紀
鷹
酎
注
に
'
｢宮
人
の
獄
な
り
'

今
薄
童
と
い
う.
｣
と
L
t
瀕
師
苗
は
こ
れ
を
非
と
し
て
'
｢液
庭
の

織
作
染
練
を
主
ど
る
官
で
'
暴
境
を
と
っ
て
名
と
し
た
も
の
'
た
ゞ

そ
の
職
務
が
多
い
の
で
獄
を
置
い
た
に
と
ゞ
ま
る
｣
と
い
う
.
し
か

し
'
百
官
志
で
は
'
披
庭
令
の
下
に
左
右
恵
と
並
ん
で
暴
皇
丞
が
あ

り
'
司
馬
彪
の
溝
に
'

主
中
.婦
人
疾
病
者
'
就
此
窒
治
.
共
皇
后
貴
人
有
罪
'
亦
就
此
壷
｡

と
み
え
'
宮
中
の
癖
人
の
病
室
で
便
宜
婦
人
の
獄
に
も
用
い
ら
れ
る

ドイ

)

o

9

1

由
を
述
べ
て
い
る
.

私
は
'
こ
れ
が
級
庭
獄
'
又
は
披
庭
秘
獄
と
い

う
も
の
だ
ろ
う
と
思
う
｡
百
官
志
の
注
か
ら
考
え
て
'
暴
窒
丞
は
'

前
湊
で
も
液
庭
八
丞
の

一
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
'
鷹
証
は
正

し
い
だ
ろ
う
｡
そ
こ
で
'
披
庭
令

-

少
内
丞
-

少
内
普
天
'
披

庭
令

-
暴
皇
丞
-

暴
塁
審
夫
の
系
統
が
想
定
せ
れ
る
.

四
'
廟
番
犬

漠
書
巻
九
十
田
庫
明
停
'
居
延
漠
簡

虞
明
境
涯
陽
太
守
歳
飴
'
故
城
父
令
公
孫
勇
-

･謀
反
-

･勇
衣

0
0
0

繍
衣
'
乗
新
馬
串
室
岡
-

･守
尉
魂
不
害
'
興
廃
番
犬
江
徳
､
尉

史
蘇
昌
'
共
牧
捕
之
｡

こ
れ
は
明
ら
か
に
国
麻
の
吏
で
'
守
尉
'
廟
番
犬
'
尉
史
と
い
う
叙

述
の
順
序
は
'
官
の
地
位
に
従
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
o
居
延
漠
簡

の
中
に
も
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0
0
0

□
□
廟
高
夫
千
秋
畢
馬
散
年
棚
七

二
三
･歪

昭
武
厳
命
史
襲
威
里
公
粟
井
昌
年
謝
二

芋

三

ノヽ1

と
い
う
厳
密
夫

･
厳
命
史
の
名
籍
が
あ
り
'
他
の
名
籍
の
軌
か
ら
推

し
･て
'
廠
番
夫
の
上
の
紋
字
は
常
然
願
名
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
'
厳

君
夫
が
願
吏
で
あ
る
こ
と
は
疑
芸

S
.
漢
書
讐

十

朱
貫
臣
博
に
,

(貫
臣
が
合
稽
太
守
の
印
綬
を
懐
に
し
て
徒
歩
で
郡
邸
へ
摩
っ
て

釆
た
が
)

0
0

有
頃
'
長
安
廟
吏
莱
膳
馬
車
釆
迎
t
I買
臣
遼
東
俸
去
｡

と
あ
り
'
駈
馬
車
は
あ
と
の
侍
革
を
指
し
て
い
る
か
ら
'
請
願
の
厳

も
恐
ら
-
公
用
旅
行
者
に
車
馬
を
給
す
る
任
務
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
｡
晋
書
利
島
意
中
の
魂
新
律
序
略
に
'

0
0

0
0

秦
世
嘗
有
厳
置

･
乗
俸

･
副
革

･
食
厨
｡
漢
和
承
案
不
改
､
後
費

庚
精
省
｡

と

あ
る
廃
置
が
'
普
通
湊
の
極
く
初
期
に
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
て
い

ノヽ2

る
年

若
し
こ
の
廟
に
あ
た
る
と
す
れ
ば
､
前
漠
に
は
相
常
長
-
存

在
し
た
'
少
-
と
も
願
に
は
獲
っ
て
い
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
.

五
'
厨
普
天

再
頼
封
泥
攻
略
巻
三
及
封
泥
尭
編

厨
番
犬
印

牛

通
印

書
夫
が
印
を
帯
び
る
こ

と
は
後
に
述
べ
る
.
厨
に
閲
聯
の
あ
る
封
泥

は
,
練
封
泥
考
格
諾

｢厨
印
｣
｢
ロ
厨
｣
の
二
個
の
年
通
印
が
,
賛

魯
封
泥
集
布
に
は

｢左
郷
厨
印
｣
の
牛
通
印
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
厨

字
を
含
む
封
泥
に
つ
い
て
'
撰
者
周
明
泰
は
'
百
官
表
中
の
厨
長
丞

塞

,
長
安
厳
命
丞
酎
史
､
塵
厨
霊

地
幣

に
雷

が
あ
る
よ
う

層に
詮
こ
う
と
す
る
が
､
こ
の
三
者
に
限
定
す
る
の
は
愛
常
で
な
S,棟

に
思
う
.
私
は
'
先
の
魂
新
律
序
略
中
の

｢食
厨
｣
が
そ
れ
て
ぁ
る

と
考
え
る
｡
宣
帝
紀
､
元
康
二
年
五
月
の
詔
に
'

0
0

吏
務
平
島
'
或
壇
輿
蘇
役
'
飾
厨
俸
'
稀
過
使
客
'
趨
職
輪
島
'

以
取
名
著
｡

と
い
1

'
漠
膏
儀
に
も
'

0
0

詔
書
無
飾
厨
偉
埠
養
食
'
至
今
未
襲
'
或
更
尤
過
度
'
甚
不
稀
'

･
原
告
二
千
石
'
務
省
的
如
法
｡

と
3㌦

て
､
郡
願
が
'
中
央
政
府
そ
の
他
の
上
級
官
雪

定
め
ら
れ

た
程
品
以
上
に
待
遇
し
て
'
印
象
を
よ
く
し
よ
う
と
い
う
傾
向
を
戒

t

め
た
詔
が
あ
り
'
玉
算
借
に
も
'

0
0

吏
民
出
入
'
持
布
鏡
以
割
符
偉
'
不
持
者
'
厨
俸
勿
舎
'
閲
津
守

留
｡

と
あ
っ
て
'
常
備
合
と
熱
し
て
い
る
.
従
っ
て
'
厨
は
･'
公
用
旗
行

者
に
飲
食
を
供
す
る
施
設
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
百
官
表
内
史
の
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屠
官
の
長
安
厨
令
丞
は
'
長
安
厩
と
同
じ
-
'
都
に
あ
を
厨
合
を
主

EiiZ13‖り

と
る
も
の
で
'
三
輔
黄
圏
に
よ
れ
ば
'
長
安
の
厨
官
は
洛
城
門
の
内

に
あ
り
'
そ
の
た
め
俗
に
厨
城
門
と
呼
ん
だ
と
い
う
｡
こ
の
様
な
厨

が
諸
願
に
あ
っ
た
こ
と
は
'
赤
眉
の
降
を
宜
陽
願
に
お
い
て
Ô
け
た

o

o

ユ

ガ
武
帝
が
,
願

厨

に
命
じ
て
衆
十
飴
寓
人
に
食
を
輿
え
た
こ
A
J.か
ら

も
発
明
さ
れ
る
か
ら
'
厨
普
天
は
､
願
厨
を
主
と
る
吏
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
と
思
う
..

六
'
偉
舎
喬
夫

居
饗
漠
簡
及
金
文

▲

0
0
0
0

居
延
偉
舎
番
犬
始
董
卓
公
東
蒔
田

宝
二
大

0
0

0
0

頼
美
倖
舎
斗
食
番
夫
'
算
君
里
公
乗
謝
横

申
功

7
努
二
歳
二
月

令
眉
水
俣
官
士
吏
'
代
鄭
昌
成

70
･74

偉
合
は
'
公
用
旅
行
者
の
馬
に
'
懸
城
に
お
か
れ
た
宿
泊
設
備
で
あ

EiiZI
5

る
｡
侍
合
の
雷

,
党
案
に

｢郡
部
侍
舎
吏
｣
詰

餅
原
･
漠
で
は

1
･偉
吏
｣
枇
綿

と
要

望

姦

し
S
U
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
･

こ
の
木
簡
の
出
現
で
番
犬
の
い
た
こ
と
が
苦
詮
さ
れ
る
｡
も
っ

とも
'

『横
言
斎
鐘
鼎
車
券
款
識
』
巻
九
に
収
め
ら
れ
て
い
る
陽
泉
使
者
舎

薫
煙
の
銘
文
に
は
'

陽
泉
使
者
舎
薫
煙

一
有
般
及
毒
､
井
重
四
斤
□
□
□
□
五
年
'
六

防

安
十
三
年
乙
未
'
内
史
展
賢
造
O
緋
陽
付
守
長
則

･
丞
善

･
橡
勝

･

0
0
0
0

倖
合
音
未
発
｡

と
あ
っ
て
'
木
簡
の
出
土
を
み
な
く
と
も
そ
の
存
在
は

一
膝
は
認
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
陽
泉
と
i
う
地
名
や
'
六
安
十
三
年
と
い
う

年
紀
等
'
銘
文
に
疑
問
が
多
い
の
で
'
木
簡
と
互
照
し
て
始
め
て
確

認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
｡

か
く
し
て
'
郡
願
の
吏
の
中
に
'
廟

･
厨

･
偉
合
と
3,ぅ
交
通
宿

泊
設
備
に
各
々
番
犬
が
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
｡

七
'
鹿
番
犬

0
0
0

初
元
五
年
四
月
壬
子
'
居
延
庫
番
夫
賀
'

青
口

董
雲

君
帝

0
0
0

三
月
丙
戊
庫
畜
天
来
宗
以
来

0
0
0
0

0
0

元
封
二
年
雛
陽
武
庫
丞
関

･
番
犬
管
ロ
'

EiiZI
61

容
十
六
年
八
升
重
六
十
八
斤
｡

A

居
延
藻
簡
及
金
文

以
小
官
印
行
丞
事

敢

三二･7火

65

ll(
甲
F
(育
)

合
皮
奨
時
'
工
置
造
｡

八
'
倉
番
犬

0
0
0

永
光
元
年
九
月
乙
丑
朔
丙
午
へ
受
眉
水
倉
音
天
界
延

居
延
葉
蘭

長
武
口
□

空
五
･74

nid71

庫

･
倉
に
閲
し
て
は
'
米
田
賢
次
郎
氏
の

｢漠
代
の
連
境
組
織
｣
の

中
に
考
詮
が
あ
り
'
閲
係
官
に
つ
い
て
は
藤
枝
晃
氏
の

｢藻
簡
職
官
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表
｣
に
例
が
あ
げ
ら
れ
て
S
る
か
ら
'
こ
1

で
は
蛇
足
を
加
え
な
3,.

九
㌧
開
喬
夫

教
壇
及
居
延
藻
簡

入
西
蒲
書
二
封
諾

綿
敵
踊
綜

莞

猷
甜
肺
臓
那
脚
蕎

0
0
0

建
国
元
年
十
月
辛
未
'
日
食
時
'
開
音
夫
□
'
受
戒
卒
超
彰

教
壇
簡

美
七

0
0
0

妖
朔
辛
卯
'
開
番
夫
致
任
常
賢
賛
放

映
三
親
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
出
入
閲

教
場

簡

芸

81

閲
番
犬
に
つ
い
て
は
'
森
鹿
三
教
授
の

｢開
番
犬
三
光
｣
が
あ
り
t

Ead9

そ
の
職
分
に
つ
い
て
は
,
私
に
も
別
稀
が
あ
勘
の
で
,
こ
ゝ

で
は
述

べ
な
い
.
教
壇
簡
の
例
の
み
を
あ
げ
た
の
は
'
従
来
の
木
簡
資
料
の

中
で
'
郷
官
で
な
い
普
天
の
名
が
見
ら
れ
る
の
は
こ
の
二
簡
以
外
に

な
い
の
で
'
特
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
｡
居
延
簡
の
例
は
前
記
の
論
文

の
ほ
か
'
藤
枝
氏
の
表
に
多
3,0

十
'
市
普
天

漠
書
巻
八
十
六
何
武
停
及
漠
官

,
何
武
､
萄
郡
部
願
人
也
｡
武
兄
弟
五
人
'
嘗
馬
郡
吏
'
都
原
敬
悼

0
0
0

之
'
武
弟
顧
家
有
市
籍
'
租
常
不
入
､
儒
教
負
其
課
､
市
番
犬
求

商
'
捕
辱
顧
豪
'
顧
客
'
欲
以
吏
事
中
商
'
武
-
-
卒
白
太
守
'

召
商
馬
卒
史
｡

雛
陽
市
長

一
人
秩
四
百
石
'
丞

一
八
二
百
石
'
明
島
村
'
員
吏
三

0
0

･+
六
人
'
÷

三
人
百
石
番
犬
'∴
十

7
人
斗
食
'
十
二
八
位
..

首
官
志
大
司
長
保
注
引
漠
官

何
武
侍
の
文
に
よ
れ
ば
'
市
番
犬
は
願
の
属
官
で
'
租
の
徴
収
に
あ

た
っ
て
い
る
.
郷
の
普
天
の
職
に
似
た
も
の
で
あ
ろ
う
.

十

7
.
宗

･
祝

･
-

･
史
官
の
普
天

漠
書
巻
九
十
九
上
玉
葬
俸

(裏
帝
時
王
葬
)官
在
宰
衡
'
位
在
上
公
'
今
加
九
命
之
錫
‥
‥
暑

宗
官

･
観
官

･
卜
官

･
史
官

･
虎
貴
三
百
人
｢
,.家
令
丞
各

7
人
､

0
0

0

某
所
卜
史
官
'
留
置
番
犬

･･任
｡

畜
夫

･
任
を
置
S･た
こ
と
は
'
王
葬
に
封
す
る
優
遇
を
意
味
す
る
も

I

の
だ
か
ら
'
宗
疏
-
史
宮
が
漠
制
に
比
し
た
と
す
れ
ば
､
百
官
表
奉

郎

常
(太
常
)
の
属
官
,
太
疏

･
太
史

･
太
-
等
に
も
番
犬
が
あ
っ
た
か

f

も
知
れ
な
い
.

随
順
帽
巻
城
馴
聖

停

十
｡
'
園
陵

･
帝
廟

･
侯
警

栗

門

刷

輿

石0
0

建
武
二
年
･
･
･
･
･･延
遊
走
滞
楚
臨
港
'
備
高

組
廟

'

置
番
犬

･
統

率

･
楽
人
｡

蓋
延
俸

0
0
0
0

0
0

建
武
十
八
年
'
立
考
侯

･
庚
侯
廟
､
比
園
陵
置
春
夫
'
詔
零
陵
郡

0
0
0
0

奉
耐
節
侯

･
戴
侯
廟
-

･置
普
天
佐
史
各

一
人
｡
城
陽
恭
王
俸

以
上
列
車
し
た
喬
夫
は
'
統
屠
系
統
の
明
白
な
も
の
と
そ
う
で
な
い



も
の
と
相
な
か
ば
す
る
が
'
中
央
官
廉
に
も
'
郡
願
に
も
わ
た
っ
て

お
り
'
大
建
'
令

-

丞
(尉
叉
は
壕
)
-

番
犬
と
S,ぅ
形
ら
し
S,

こ

と
は
想
像
さ
れ
る
｡
こ
の
こ
と
は
'
衆
の
工
官
の
春
夫
を
み
る
と

更
に
は
っ
き
り
す
る
O
た
ゞ
'
工
官
の
番
犬
に
つ
い
て
は
'
考
茸
を

要
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
,
節
を
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
し
よ.
ラ
.

二

I
工
官
の
普
天
の
存
在
を
明
記
す
る
資
料
は
'
藻
代
の
漆
器
及
び
銅

器
の
銘
文
で
あ
る
｡

始
元
三
年
'
葛
西
工
長
康
成

･
丞
何
故

･
護
工
卒
史
勝

･
守
令
史

一

つ･●

O
O

直
夷

･番
犬

葉
書

･
佐
勝
'
畝
工
嘗

･
洞
工
輝
夫

･
重
工
定
､
造
｡

0
0

永
光
元
年
'/
右
工
賜
□
塗
□
'
番
犬
薫
'
主
｡
右
丞
裁
'
令
易
'

省
｡

両
者
共
に
柴
浪
出
土
の
漆
器
の
銘
文
で
'
梅
原
末
治
博
士
の

『安
野

ノヽ0

漠
代
紀
年
銘
漆
器
圃
乱
打
に
採
録
さ
れ
て
い
る
.
始
元
三
年
の
器
の

造
作
さ
れ
た
の
は
'
萄
郡
西
工
官
で
あ
る
｡
永
光
元
年
の
器
の
造
作

場
所
は
'
銘
文
か
ら
推
す
と
'
ど
う
し
て
も
右
工
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
O
従
来
は
こ
う
S.う
工
官
名
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
'
臆
詮
を

･即

述
べ
れ
ば
t､
百
官
表
将
作
少
府

(将
作
大
匠
)
の
下
に
右
校
命
が
あ

0
0

り
'
百
官
志
'
婿
作
大
匠
の
展
の
司
馬
彪
注
に
は
'
｢石
工
徒
を
掌

る
｣

と
い
う
.
こ
の
官
は
百
官
表
に
よ
れ
ば
'
成
帝
の
陽
朔
三
年
に

摩
さ
れ
'
百
官
憲
劉
昭
注
で
は
安
帝
の
時
に
復
活
し
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
､
永
光
元
年
は
'
廃
止
に
先
立
つ
こ
と
三
十

7
年
'
元
帝

.

6
時
に
あ
た
り
'
後
述
の
如
く
貢
高
の
上
言
の
あ
っ
た
前
漠
で
最
も

二
宮
の
器
作
の
盛
な
時
で
あ
る
か
ら
'
右
校
令
下
の
工
徒
に
も
'
こ

う
い
う
漆
器
を
作
ら
せ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
.
銘
文
が
例
に

な
く
簡
単
な
の
も
'
臨
時
的
な
製
作
の
馬
で
'
従
っ
て
着
工
の
製
品

は
高
級
品
で
な
か
っ
た
と
解
し
て
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
.
同
じ
萄
郡

西
工
官
の
銘
を
も
つ
う
ち
で
も
'
前
記
の
銘
を
も
つ
も
の
は
比
較
的

早
期
に
属
し
'
最
も
遺
物
の
多
望
糾
漠
末
の
銘
文
は
､

I
,氷
始
元
年
､
萄
郡
西
工
'
蓬
莱
輿
釆
洞
喜
好
黄
釦
飯
輿
'
容

丁
斗
'

紫
工
庚
'
上
工
廉
'
銅
釦
黄
塗
工
政
'
重
工
年
､
滑
工
威
'
清
工

東
'
造
工
林
造
｡
護
工
卒
史
安
'
長
孝
'
丞
薯
'
接
辞
､
守
令
史

67

通
主
｡

nrH一1

の
如
く
長
文
と
な
り
･
工
人
の
名
が
監
督
官
名
よ
り
先
に
出
て
く
FG
.

ノヽ22

こ
.の
形
式
は
'
元
始
四
年
の
虞
漠
郡
工
官
､
始
建
国
天
鳳
元
年
の
子

Eid3

同
(成
都
)
郡
工
島
な
ど
の
他
工
官
の
製
作
し
た
器
の
銘
文
と
も

T
致

す
る
.･梅
原
博
士
は
二

冗
始
二
年
の
銘
が
簡
単
な
の
は

｢云
は
ゞ
な
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L｢■､nHt･生2

は
そ
の
整
備
に
至
る
前
段
の
も
の
と
見
ら
れ
｣
る
と
さ
れ
る
が
'
秀

典
即
ち
天
子
の
用
に
供
す
る
も
の
で
あ
る
馬
､
記
銘
法
が
丁
重
に
な

っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
と
も
あ
れ
'
前
例
の
青
天
索
書
は
萄

郡
西
工
官
普
天
t
.後
例
の
番
犬
薫
は
'
右
工
普
天

(右
校
番
犬
と
す

べ
き
か
)
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
.

桂
官
鳩
足
鐙
'
高
六
寸
'
重
三
斤
三
両
'
尭
寧
元
年
考
工
輔
馬
内

0
0

者
達
｡
護
建
､
佐
博
､
普
天
稿
､
披
光
､
主
｡
右
丞
官
､
令
相
'

ノヽ5

省
｡
第
升

つ

凄
昭
元
年
考
工
輔
環
内
者
達
銅
履
足
鐙
｡
重
五
斤
三
両
｡
護
建
'

0
0

佐
博
'
番
天
福
､
橡
光
'
主
P
右
丞
官
'
令
相
'
省
｡
中
宮
内
者

ノヽ6

第
二
1No

藻
の
銅
器
銘
の
考
樺
は
'
『
八
竣
窒
金
石
補
正
』
巻
二
の
｢桂
宮
魔
足

鐙
款
｣･

の
俵
の
も
の
が

f
番
詳
し
3.が
'
こ
れ
は
､
阪
元
の

『観
盲

粛
鐘
鼎
奉
器
款
識
』
と
､
徐
同
相
の

『
従
石
堂
款
識
畢
』
に
収
め
た

｢建
昭
鐙
政
｣
と
が
引
用
さ
れ
て
'
補
正
の
考
樺
は
'
徐
氏
の
欽
以

上
に
で
て
3,な
い
｡

'

さ
て
'
器
は
考
工
の
作
に
か
1

る
｡
考
工
は
少
府
の
属
官
で
'
武

帝
太
初
元
年
に
考
工
壷
か
ら
考
工
と
名
芸

え
た
新
宮
.
院
氏
は
,

｢右
丞
官
命
は
守
宮
令
の
丞
､
護
建
任
は
音
名
で
あ
る
が
百
官
表
に

は
な
-
'
輔

･
博

･
宿

･
光

･
主

･
相
は
嘗
人
名
で
あ
を
｣
と
い
う

が
'
こ
れ
は
大
混
乱
で
あ
る
.
徐
氏
は
'
｢
百
官
志
に
考
工
令

7
人
'

左
右
丞
各

7
人
と
あ
る
が
'
こ
の
銘
は
首
に
考
工
と
い
1
､
下
に
主

右
丞

･
令
と
あ
る
｡
令
は
考
工
令
'
右
丞
は
考
工
右
丞
'
主
と
は
典

令
の
謂
で
あ
る
.
護

･
佐

･
番
犬

･
操
は
並
に
考
工
の
展
で
'
護
の

は
か
は
す
べ
て
百
官
志
に
引
用
す
る
漠
官
の
中
に
散
見
し
'
護
も
漠

器
の
銘
に
例
が
あ
る
か
ら
考
工
の
属
で
あ
る
｡
輔

･
建

･
博

二
楠
･

光

･
相
は
皆
人
名
で
'
輔
が
造
作
に
あ
た
り
'
建
以
下
六
人
が
司
っ

た
′か
ら
省
と
い
ゝ
､
そ
の
職
の
序
は
席
か
ら
貴
に
及
ん
で
い
る
｣
㌧-7■

い
う
が
,
こ
の
考
樺
は
誠
に
明
快
で
,
殆
ん
ど
訂
正
の
用
は
な
AT
･O

一

た
だ
徐
氏
は
主
右
丞
と
蔑
み
'
主
を
下
の
官
名
に
つ
け
て
読
む
が
､

)8

こ
れ
は
む
し
ろ
,
内
観

･
梅
原
両
博
士
が
楽
浪
出
土
漆
器
の
銘
を
解

し
て
'
主
を
上
史
に
つ
け
ら
れ
た
方
が
正
し
い
O
銘
文
よ
り
滞
納
す

る
と
'
主
は
下
の
省
に
相
射
し
'
主
は
比
較
的
下
級
の
'
省
は
上
級

の
官
を
う
け
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
､
恐
ら
く
直
接
そ
の
器
の
造
作

を
監
督
し
た
こ
と
を
『
主
る
』
'
工
官
全
壊
の
責
任
を
持
ち
､
器
に
封

し
て
は
間
接
的
に
監
督
し
た
の
を

『省
る
』
と
し
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
｡
か
く
し
て
'
前
記
銘
文
中
の
蕃
天
福
は
'
考
工
番
犬
で
あ
る
｡

社
陵
東
園
銅
壷
'
容
三
斗
'
重
十
三
斤
'
永
始
元
年
併
工
長
造
'
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o
o
o

e=E

.護
昌
､
守
番
犬
宗
､
接
通
､
主
｡
守
左
丞
博
､
守
令
並
'
省
｡

0
0
0

綬
和
元
年
'
供
工
工
評
環
内
者
達
銅
鳩
足
鐙
'
護
相
､
守
春
夫
博
t

M■1muハU3

擁
立
､
主
｡
右
丞
揚
'
合
資
'
省
｡
重
六
斤
｡

緩
和
元
年
'
供
工
も
彰
造
'
操
臨
'
主
｡
守
右
丞
何
｡
守
令
鳳
t

n■ーnH一t▲
3

省
｡

東
園
壷
の
銘
文
に
あ
る
番
犬
宗
'
鳩
足
鐙
の
番
犬
博
の
所
属
が
問
題

で
あ
る
.
ま
す
彼
は
守
番
犬
で
あ
る
.

守
の
字
の
つ
S,た
官
名
は
'

今
ま
で
に
あ
げ
た
資
料
中
に
も
多
-
散
見
L
t
藻
簡
の
中
に
も
多
数trHt

盟

の
例
が
あ
る
.
守
宮
は
虞
官
で
な
S,も
の
で
､
溝
口
重
囲
'
努
斡

両

氏
に
考
課
が
あ
り
'
私
も
ま
た
別
の
磯
合
に
考
え
々
述
べ
て
み
た
い

と
思
う
｡

さ
て
'
こ
れ
ら
の
器
の
製
作
さ
れ
た
工
官
は
'
考
工
の
例
に
従
A

n■.h一
粗

ば
'
併
工
叉
は
供
工
と
捲
る
.
こ
の
名
は
甘
露
元
年
永
安
宮
鼎

､

元

)

ノヽ

ノヽ

4-

LL'

6

3

;I)

3

延
二
年
紡
'
建
千
二
年
鐘
'
元
延
三
年
粟
輿
鼎
'
緩
和
元
年
湯
官
銅

Eid那
壷
な
ど
の
銘
文
に
み
え
'
樺
轟
音
に
よ
っ
て
そ
の
解
義
が
併
供
南
棟

で
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
同

7
の
文
字
で
'
梅
原
博
士
が
供
と
さ
れ
た

通
り
'
絶
べ
て
供
工
と
蔑
む
べ
き
で
あ
る
｡
博
士
は
'
｢
百
官
表
に
､

王
葬
が
少
府
を
共
工
と
憩
め
た
と
あ
り
'
(若
し
)供
工
と
共
工
を
同

義
と
す
れ
ば
'
そ
の
改
名
は
漆
器
銘
か
ら
み
て
前
漠
末
に
遡
る
べ
き

だ
が
'
種
々
の
鮎
か
ら
寧
ろ
考
工
と
別
に
'
供
工
な
る
相
近
S,工
官

L｢■リ38

の
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
然
る
べ
き
で
な
い
か
｣
と
さ
れ
る
が
'
私

0
0

も
そ
れ
に
従
完

S
.
漢
書
劉

輔
停
票

に

｢共
工
獄
｣
が
-

,

輔
は
披
庭
秘
獄
か
ら
こ
の
獄

へ
移
さ
れ
た
.
蘇
林
は
考
工
の
こ
せ
で

あ
る
と
注
し
'
周
等
昌
も
蘇
説
を
是
と
す
る
が
'
私
は
'
銅

･
漆
器

を
あ
わ
せ
て
十
指
に
近
い
漠
器
の
銘
文
に
参
る
供
工
と
3,ぅ
名
の
工

官
を
否
定
す
る
こ
と
は
難
か
し
い
と
思
う
の
で
'
劉
輔
侍
と
互
琵
し

て
'
供
工
工
官
を
認
め
た
い
｡
従
っ
て
宗

･
博
は
､
供
工
春
夫
で
あ

る
℃
(因
み
に
輔
は
成
帝
の
時
の
人
で
あ
る
)

尭
寧
元
年
'
寺
工
工
護
'
篤
内
者
達
銅
鳩
足
鐙
､
重
三
斤
十
二
両
'

o
o

卒
力

護
武
'
番
犬
覇
'
操
虞
漠
'
主
｡
右
丞
賞
'
守
令
脅
'
護
工
衣

史

FHu93

□
□
省
｡
中
宮
内
者
第
廿
五
'
受
内
者
｡

こ
の
番
犬
は
'
前
例
に
従
え
ば
寺
工
春
夫
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
寺∩■h一

〇▲一

工
と
い
う
工
官
は
も
と
よ
り
百
官
表
に
瑠

S･.
そ
れ
で
容
庚
氏
は

FJJ

o

41

嘘

○

考
工
と
解
読
す
る
が
'
劉
髄
智

･

莫
大
徴

両

氏
は
寺

工
と
解
し
て
お

り
'
文
字
は
寺
で
あ
る
と
思
う
.
尭
寧
元
年
は
元
帝
の
時
'
前
三
十

三
年
で
'
そ
の
前
の
年
故
は
建
昭
'
前
三
十
八
年
の
元
年
か
ら
五
年

間
緯
い
た
.
そ
の
間
の
年
紀
を
銘
文
に
も
つ
考
工
製
作
の
器
は
'
寡

′ヽ.34

見
に
入
っ
た
も
の
に
'
建
昭
元
年
鳩
足
鐙
'
建
昭
三
年
行
鐙
'
建
昭

- 69-



70

)

ノヽ

▲l

三
年
鳩
足
琴

蓋

完

年
桂
宮
嶋
足
鐙
,
蓋

丁元
年
中
宮
橘
足
乳
が

あ
っ
て
'
建
昭
元
年
燭
足
鐙
と
桂
音
場
足
鐙
と
の
銘
文
は
発
に
引
用

し
た
O
そ
し
て
両
者
の
閲
係
官
の
人
名
が
全
く

7
致
し
て
い
る
こ
と

は
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
'
賓
は
右
の
五
器
は
轟
-
同
じ
で
あ
る
O

こ
の
こ
と
は
'
ど
の
浮
か
を
モ
デ
ル
に
し
て
他
界
を
償
造
し
た
場
合

を
除
け
ば
'
建
昭
元
年
か
ら
尭
寧
元
年
ま
で
'
考
工
の
開
係
官
に
移

動
が
な
か
っ
た
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
そ
う
い
う
時
期
に
こ
の
寺
工
場

足
鐙
が
､
人
名
の
み
が
全
然
異
り
'
且
っ
護
工
卒
史
の
官
が
加

っ
て

い
る
外
'
官
の
組
織
の
仝
-
同
様
な
銘
文
を
持
つ
こ
と
は
何
を
意
味

す
る
だ
ろ
う
か
｡
建
昭
の
年
坂
を
持
つ
器
は

7
庵
別
と
し
て
'
覚
寧

元
年
作
の
三
器
の
み
を
考
え
て
み
れ
ば
'

1
暦
は
っ
き
り
す
る
.
考

工
の
銘
を
持
っ
二
審
の
人
名

･
官
名
が

7
致
し
て
'
寺
工
の
そ
れ
の

み
が
違
う
と
い
う
こ
と
の
理
由
は
'
こ
の
器
が
偽
造
品
で
あ
る
と
断

す
る
か
'
若
し
く
は
寺
工
と
い
う
別
個
の
工
官
を
考
え
る
以
外
に
腐

決
の
方
法
が
な
い
｡
し
か
も
敦
蛙
出
土
の
木
簡
に

□
刀

三光
鼻
線
匁
覧

覧
不
樫
権

紳
欝
四
年
繕

膚

三
党

0
0

神
爵
元

年
寺
工
進

数
煙
筒
四
〇

と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
'
膚
が
寺
工
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
む
ね
を
記

し
'
ま
た
'
『
十
鐘
山
房
印
畢
』
官
印
中
に
寺
工
の
年
通
印
が
存
在
す

ーl■JHl
嫡

る
か
ら
'
私
は
'
寺
工
工
官
の
存
在
も
認
む
べ
き
で
な
い
か
･と
思
う
.

こ
う
し
て
私
は
､
考
工
の
ほ
か
に
'
供
工

･
寺
工
と
い
う
工
官
を

認
め
よ
う
と
す
る
う
え
に
､
更
に
臆
詮
を
た
く
ま
し
く
し

て'
こ
れ

が
所
謂
三
工
官
で
は
な
3,か
と
思
う
の
で
あ
る
O
三
工
官
と
は
'
漢

書
貢
南
俸
票

に

0
0
0

萄

･
庚
漠
､
主
金
銀
碁
､
歳
各
用
五
百
寓
'
三
工
官
'
官
費
五
千

寓
｡

FJ一
7▲l

と
あ
る
も
の
で
'
従
乗
､
如
淳

･
顛
師
苗

･
鏡
大
昭
の
三
説
を
否
定

し
て
'
考
工
窒

･
倫
方

･
東
園
匠
の
三
を
以
て
そ
れ
に
比
す
る
加
藤

FH一
GC4

葉
博
士
の
説

が
あ
る
の
は
衆
知
の
こ

と
で
あ
る
｡
し
か
し
t
.考
工
壷

は
異
論
は
な
い
と
し
て
'
遺
物
の
上
か
ら
い
え
ば
'
薗
方
は
'
駒
井

ノヽ9

和
愛
博
士
が

『
中
国
古
鏡
の
研
究
』
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
隼

そ
れ

が
中

･
左

･
右
の
三
つ
に
分
か
れ
た
の
は
後
漠
以
前
に
ま
で
遡
ら
せ

ノヽ0LC

得
る
Q̂
み
な
ら
ず
'
建
昭
官
銅
鼎
の
兎
狩
元
年
'
齢
蕩
宮
銅
登
の
太

5ー

o

初
四
年
の
如
き
武
帝
の
年
牧
の
あ
る
銅
器
に
す
ら

中
倍
方
の
名
が
み

え
'
百
官
表
か
ら
想
定
さ
れ
る
姿
よ
り
凍
大
し
て
考
え
ら
れ
る

7I方
'

東
園
匠
の
作
と
み
ら
れ
る
遺
物
が
な
い
こ
と
は
'
考
工
窒

･
倫
方

･

来
園
匠
は
'
相
常
性
格
の
違

っ
た
機
関
で
は
な
か
っ
た
か
と
患
う
｡

そ
こ
で
'
供
工
が
有
り
得
る
と
さ
れ
た
梅
原
博
士
の
詮
を
更
に
進
め

70
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五
鳳
愚
計

ど
に
考
工
鮮

衝

陣

卸

&

,
新
券
中
倫
方

ノヽ配
鐘

に
も
番
犬

0

7㌧
同
様
な
性
格
を
持
ち
t
S.ず
れ
も

工
と
い
う
字
の
つ
-
考
工

･

供
エ
･
寺
工
を
以
て
三
工
官
に
比
し
て
み
よ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
.

叫

o
o
o
o

叫

叫

な

お

U
Q̂
ほ
か
'
帝
安
富
虞

に
曲
宮
番
犬
'

元
康
鐙

･
元
康
錆
斗
'

ノヽ

(す
な
わ
ち
中
侍
方
番
犬
)
が
み
え
る
が
'
指
摘
す
る
に
と
ゞ

め
る
.

漠
器
の
銘
文
よ
り
み
れ
ば
'
番
犬
の
地
位
は
'
大
髄
令
～
丞
1
披

-
番
犬
-
任
と
い
う
順
序
に
な
り
､
時
に
令
史
が
按
と
番
犬
の
間
に

ノヽ7

入
る
場
合
が
あ
る
i
)S
･え
杭
｡
か
く
し
て
郷
官
で
な
豊

甲
天
竺

大

別
し
て
十
三
種
.kL
の
ぼ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
'
こ
れ
か
ら
犀
結
す
る

と
こ
ろ
は
'
草
に
普
天
と
だ
け
い
え
ば
'
た
だ
ち
に
郷
官
の

1
で
あ

る
番
犬
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
'
官
制
の
中
の
官
等
肇
不
す
令

･

長

･
丞

･
尉

･
操
な
ど
と
同
様
の
範
噂
の
語
で
あ
っ
て
'
そ
れ
に
は

様
々
の
職
種
が
あ
り
'
郷
に
い
る
番
犬
は
そ
の

1
職
種
に
す
ぎ
な
い

と
い
う
こ

と
に
な
る
｡
そ
し
て
願
に
屠
す
る
番
犬
で
も
'
必
ず
し
も

郷
の
そ
れ
を
指
す
と
は
限
ら
な
S.か
ら
､
郷
の
番
犬
を
い
う
時
は
'

讐

偉

瑠

璃

に
雪

よ
う
に

｢願
ノ誓

夫
｣
と
芸

な
け
れ
ば

0

0

な
ら
ず
'
し
か
も
麻
に
は
郷
は

1
つ
に
限
ら
な
い
か
ら
'
正
式
に
は
'

憲

桐
郷
要

語

俸
と
か
,
(山
陰
願
)
蚕
姦

要

済

絹
和
弘
俸

と
か
S,ぅ
よ
う
に
郷
名
を
つ
け
な
操
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

三

番
夫
に
は
'
職
種
に
よ
る
直
別
の
ほ
か
に
'
有
珠
と
斗
食
の
別
が

あ
っ
た
.
郷
に
郷
有
鉄
と
郷
番
犬
が
あ
り
､
郷
有
秩
と
は
有
秩
番
犬

の
謂
で
あ
る
こ
と
は
､
百
官
表
や
百
官
志
の
記
載
を
み
れ
ば
明
ら
か

で
あ
る
.
司
馬
彪
は
有
秩
は
秩
百
石
と
し
て
お
り
､
百
官
志
注
に
引

く
漠
官
に
'

0
0
0

雛
陽
令
秩
千
石
-

･貞
吏
七
百
九
十
六
人
‥
-
郷
有
秩

･
獄
吏
五

0
0

0
0

0
0

十
六
人
､
佐
史

･
郷
佐
七
十
七
人
'
斗
食
令
史

･
番
犬

･
償
五
十

人
-
‥

71

と
あ
る
ほ
か
'

秩
が
み
え
る
｡

と
あ
る
か
ら
'

ノヽa

張
倣
侍
瑠

璃

･
蒼
嶺
廟
碑
,

漠
簡
な
ど
に
も
郷
有

0
0
0
0

す
る
と
'
先
に
引
い
た
雛
陽
市
の
官
員
に
百
石
番
犬

あ
た
か
も
郷
の
場
合
の
み
が
有
殊
と
呼
ば
れ
た
か
の

棟
で
あ
る
が
,
有
秩
と
冒

言
葉
は
,
雷

雲

馬
彪
巌

尉
に
,

漠
初
操
史
樺
'
皆
上
音
之
｡
故
有
秩
'
比
命
士
｡
其
所
不
言
'
則

環
百
石
屠
｡
其
後
皆
目
樺
除
'
故
連
環
百
石
云
.

と
あ
っ
て
､
接
見
百
石
の
者
に
皆
通
す
る
｡
居
延
漠
簡
を
み
る
と
'

0
0
0
0

張
披
居
延
甲
塞
有
秩
士
吏
公
乗
段
尊
'
申
努

一
歳
八
月
廿
日
'
能

書
合
計
'
治
官
民
頗
知
律
令
支
援
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0
0
0
0

□
□
居
延
甲
薬
候
官
塞
有
秩
侯
長
公
乗
王
宮
□
券
十
月

1
日

1(五･70

等
と
､
士
吏
や
候
長
の
軍
吏
に
も
つ
い
て
い
て
'
な
み
の
士
吏

･
候

0
0
0

長
と
直
別
さ
れ
て
い
る
ほ
か
'
俸
舎
番
犬
に
は
､
顛
美
偉
舎
斗
食
番

0犬
が
あ
っ
た
｡
従
っ
て
嘗
然
俸
合
有
秩
畜
夫
も
預
想
さ
れ
る
わ
け
で
'

ノヽqV玩

五
七
･六
や

1
八
五
･
f
O
が
功
労
関
係
の
文
書
で
あ
り
'
倦
舎
斗
食

喬
夫
の
簡
は
韓
任
命
令
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
'
公
的
性
格
の
強
い

文
書
で
は
'
正
式
に
官
名
を
あ
ら
わ
す
に
は
'
有
秩

･
斗
食
の
別
を

は
っ
き
り
書
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
り
'
普
天
に
は

7
般
す
べ
て
に

こ
の
別
が
あ
っ
た
ろ
う
｡
有
秩

･
斗
食
の
直
別
は
秦
制
に
ま
で
遡
れ

.Ŝ

る
が
'
斗
食
は
百
石
に
満
た
ぬ
歳
俸
を
受
け
て
S,る
吏
で
'
要
す
る

ノヽ一.⊥6

に
秩
に
よ
る
差
別
で
あ
る
o

こ
の
差
別
が
'
具
建
的
に
ど
う
あ
ら
わ

れ
る
か
と
い
え
ば
'
郷
番
犬
の
場
合
'
百
官
志
郷
の
促
の
司
馬
彪
注

に
'

0

0

有
殊
は
郡
の
署
す
る
所
-
‥
そ
の
郷
小
な
れ
ば
､
願
書
夫
を
置
く
｡

′ヽ2

と
あ
っ
･L
J,
任
免
権
の
所
在
が
違

っ
て
い
Qo
.
章
懐
太
子
注
に
ひ
く

湊
官
に
は
'

郷
'
戸
五
千
な
れ
ば
則
ち
有
鉄
を
お
く
｡

と
い
う
か
ら
,
普
天
が
有
秩
か
斗
食
か
は
戸
数
の
多
少
に
よ
ヶ
て
き

ま
る
わ
け
で
あ
る
が
､
願
の
長
官
の
場
合
'
高
戸
を
減
ず
れ
ば
長
と

i
.̂

､
警

最
竺

百
石
と
冒

新
宮

か

ら
,
そ
の
所
轄
戸
数
呈

か
ら
考
え
れ
ば
'
大
郷
の
有
殊
は
'
小
原
の
長
に
比
肩
L
う
る
程
の

権
限
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
0
漠
筒
の
中
の
有
鉄
の
例
は
'

0
0
0
0
0

鴻
茅
三
年
閏
月
庚
午
朔
契
酉
安
□
郷
有
秩
延
寿
敢
富
田

至

･1
七

0
0
0
0

B
]轟
稀
有
秩
梁
敢
言
之
昌
□
Eg

空

･
芸

甘
雷

年
六
月
丁
丑
朔
甲
辰
酔
新
和
鵬
)Eg

王
武
案
母
官
衛
事
営
為
偉
致
□
田

口
□
□
二
月
□
湯
ESa

(
面
)

一

即
日
雛
陽
丞

(管
)

芸

･
二
〇

.花

な

ど
で
あ
る
｡

I

歪

有
秩
番
夫
琵

警

帯
び
て
買

･
後
湊
青
票

仲
嘉

俸

中
の
損
益
籍
の
語
に

身
無
学

通
青
給
之
命
､
而
窺
三
辰
龍
章
之
服
｡

と
あ
っ
て
'
章
懐
太
子
注
に
は
'

十
三
州
志
日
'
有
秩
普
天
'
得
億
牛
革
印
｡

と
あ
り
'
産
記
締
衣
篇

｢
王
言
如
給
｣
の
鄭
玄
注
に
'

絵
'
今
有
秩
畜
夫
所
徹
也
｡

と
し
'
ま
た
蘭
誰
樺
草
篇
給
字
の
晋
の
郭
瑛
注
に
も
'
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輪
､
今
有
秩
蕃
夫
所
帯
｡

と
あ
り
'
有
秩
畜
夫
は
給
綬
年
通
印
を
帯
び
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

輪
と
は
説
史
に
'
｢青
麻
の
綬
｣
と
S.ゝ

'
緯
漢
書
輿
服
志
に
よ
る
と

百
石
の
吏
は
青
紺
給
を
帯
び
る
か
ら
'
こ
れ
は
嘗
然
斗
食
番
犬
に
は

な
S,こ
と
に
な
る
.
そ
の
印
文
の
例
は

｢厨
蕃
夫
｣
封
泥
で
窺
い
知

れ
る
｡

初
元
五
年
四
月
王
子
'
居
延
庫
音
夫
賀
'
以
小
官
印
行
丞
事
'
敢

青
口

三

三

･完

画

画
高

年
十

7
月
壬
辰
朔
甲
午
'
眉
水
閲
番
犬
華

以
小
官
印

行
候
事
'
敢
言
之
'
出
入
簿

7
編
敢
言
之
'

(
面
)

佐
信

(管
)

1九九
･T

等
の
小
官
印
と
は
'
恐
ら
く
こ
の
年
通
印
で
あ
り
t.
賀

･
光
は
そ
れ

A
-1居
延
庫
有
秩
番
夫
､
屑
水
師
有
秩
番
犬
で
あ
ろ
う
｡

蕃
夫
に
は
任
と
い
う
属
僚
が
あ
っ
た
｡

7
九
九
･
TrQ
背
面
に
佐

の
信
が
署
名
し
て
い
る
が
t

Eg
令
/
普
天
光

･
佐
信

二
三

･
四

0

と
い
う
文
書
の
末
尾
は
'
令
の
字
が
多
分

｢如
律
令
｣
か
と
推
定
さ

れ
る
か
ら
'
命
令
書
の
末
尾
で
'
屑
水
師
候
が
襲
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
｡
こ
の
佐
信
は
'
正
式
に
は
開
佐
と
よ
ば
れ
る
吏
で
..

爽
節

で
述
べ
る
棟
に
郷
番
犬
の
下
に
は
郷
任
が
あ
り
'
宗

･
所

･
卜

･
史

官
や
侯
廟
の
番
犬
に
も
'
ま
た
工
官
の
番
犬
灯
も
任
が
あ
っ
た
の
と

ノヽ

■

36

同
様
で
あ
る
｡
従
っ
て
倉
任
は
倉
番
犬
の
屠
僚
で
あ
ろ
う
｡

番
犬

7
鮫
に
関
す
る
知
見
は
大
暑
以
上
で
壷
き
る
が
'
漠
簡
の
中

に
は
'
な
お

郷
番
犬
の
職
務
に
関
す
る
資
料
が
あ
る
の
で
'
節
を
改

め
て
郷
青
天
の
み
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
｡

四

･

百
官
表
及
び
百
官
志
の
郷
春
夫
に
関
す
る
記
載
は
衆
の
通
り
で
あ

る

｡郷
有
有
秩

･
喬
夫
､
畜
夫
職
乗
数
牧
賦
検
o

首
官
表

郷
置
有
秩
'
本
注
目
'
有
秩
郡
所
署
'
秩
百
石
'
掌

7
郷
人
'
其

郷
小
者
'
願
置
畜
夫

7
人
.
皆
主
知
民
善
悪
薦
役
先
後
'
知
民
貧

富
馬
斌
多
少
'
平
其
差
品
.

宵
宮
志

彼
等
の
職
務
は
'
郷
の
司
浩
と
行
政
と
で
あ
る
｡
漠
簡
の
物
語
る
と

こ
ろ
も
'
そ
の
範
囲
を
越
え
な
S
が
､
冬
少
し
具
髄
朝
に
そ
の
活
動

が
知
れ
る
｡

ま
ず
司
法
の
面
で
は
､
彼
は
自
己
の
郷
円
に
住
む
住
民
が
旗
行
し

た
3.と
申
請
し
た
時
'
申
請
者
に
前
科
の
な
い
旨
を
誇
明
す
る
権
限

73-
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が
あ
り
'
そ
の
澄
明
に
も
と
づ
い
て
麻
が
認
許
を
奥
え
る
と
'
そ
の

文
書
は
そ
の
ま
-.

パ
ス
ポ
ー
ト
に
な
っ
て
'
重
囲
に
通
用
す
る
.
詳

ノヽ46

細
は
別
に
の
べ
た
が
'
番
犬
の
司
浜
櫓
を
し
め
す

7
例
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
稜
の
文
書
の

7
例
は
攻
の
通
り
で
あ
る
｡

0
0
0
0

永
始
五
年
閏
月
己
巳
朔
丙
子
'
北
郷
番
犬
息
敢
言
之
'
養
成
里
雀

0
0
0
0
0

自
営
'
自
言
残
豪
私
市
居
延
'
護
案
白
官
尊
官
獄
徴
事
.

嘗
得
取

■

偉
'
謁
移
屑
水
金
閲
､
居
延
原
索
紺
'
敢
言
之
｡

由
月
丙
子
'
鰹
得
丞
彰
､
移
屑
水
金
開

･
居
延
願
索
開
如
律
令
｡

/
操
鼻

･
令
史
建
｡

亨
完

郷
春
夫
は
'

7
郷
内
の
治
安
を
維
持
す
る
港
微
を
配
下
に
従
え
て
い

た
ら
し
い
｡
急
就
章
顛
師
古
住
に
ハ

渉
微
'
即
番
犬
之
所
銃
｡

と
あ
る
｡
か
く
し
て
彼
は
'
警
察
棟
と
裁
判
権
と
を
あ
わ
せ
持
っ
て

い
た
が
'
或
い
は
そ
の
た
め
に
弼
立
の
獄
を
も
っ
て
い
た
か
も
知
れ

な
い
.
何
故
な
ら
ば
･
後
漢
書

胴
倖
禁

に
,
敵
の
父
蒙
が
,
重

罪
時
代
に
建
新
大
夢
(千
乗
郡
太
守
)
に
な
っ
た
時
の
こ
と
1

し
て
'

到
官
稀
疾
不
疏
事
'
三
年
不
行
願
､
門
下
操
侃
倣
'
諌
蒙
'
乃
強

起
班
春
'
所
室
之
願
獄
師
墳
満
｡

と
し
る
L
t
同
所
の
章
懐
太
子
注
に

前
書
音
義
日
'
郷
亭
之
獄
臼
杵
｡

と
逸

べ
て
3,る
｡
肝
と
い
う
文
字
は
'
塩
錬
論
巻
十
刑
徳
籍
に
'
｢是

以
法
令
不
犯
'
而
獄
師
不
用
也
｣
'

叉

｢宜
肝
宜
獄
｣
と
あ
る
｡

こ

の
後
の
旬
は
'
詩
経
の
小
誰
小
宛
の
旬
で
'
毛
詩
は
肝
を
岸
に
作
る

が
､
韓
詩
は
狩
に
作
り
'
肝
は
郷
亭
之
繋
'
獄
は
朝
廷
之
繁
と
し
て

い
る
.
こ
れ
ら
の
資
料
'
特
に
塵
錬
論
の
場
合
は
文
撃
的
な
修
軒
と

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
'
若
し
雀
田
侍
の
そ
れ
が
'
嘗
時
の
賛
意
を

反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
'
少
く
と
も
王
葬
時
代
に
は
郷
に
款
が
あ

っ
た
こ

と
に
な
り
'
そ
れ
を
司
る
も
の
は
郷
番
犬
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
.

夷
に
'
既
視
徴
収
の
面
乾
お
け
る
郷
普
天
の
.職
務
に
開
聯
し
た
文

書

に

t

l■JuS
o
o
Q
O
O

O
O

建
平
五
年
八
月
口
□
ロ
ロ
ロ
康
明
郷
番
夫
客
'
傾
佐
玄
教
育
之
'

善
居
里
男
子
丘
張
'
自
言
'
輿
家
賃
客
田
ハ

居
作
都
亭
部
'
欲
取

0
0
0
0

口
口
､
案
張
等
更
賦
唐
絵
'
嘗
得
取
検
'
謁
移
居
延
如
律
令
'
教

育
之
｡

(
両
)

政
行

二
管
)

立
O
W
･志

と
S,ぅ
の
が
あ
る
.
こ
の
種
の
文
書
は
∵
パ
ス
ポ
ー
ト
と
違
っ

て､

他
に
同
例
が
な
い
｡
僅
か
に
'

74
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秩
護
佐

敢
言
之

況
吏
斌
給

郷
□
ロ

ニ三
･霊

T

と
い
う

1
片
を
､
上
年
が
折
れ
た
も
の

と考
え
'
第

7
行
頭
に

｢郷

有
｣
の
字
を
補
う
と
'
郷
有
秩
護
'
佐
と
な
る
の
で
'
第
二
行
の
祝

を
人
名
と
す
れ
ば
､
或
い
は
同
類
の
も
の
ゝ

断
片
か
と
見
ら
れ
る
の

み
で
あ
る
.
こ
の
棟
に
例
が
な
い
う
え
に
'
文
中
の
二
字
の
欧
字
が

丘
張
の
要
求
事
項
で
あ
る
焦
'
結
局
文
意
が
把
擾
で
き
ず
､
文
書
の

目
的
で
あ
る

｢嘗
得
取
槍
｣
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
.
し

か
し
'
郷

番
犬
が
澄
明
し
て
い
る
こ
と
は
､
更
賦
唐
絵

-
斌
税
に
滞
納
が
な

い
こ
と
で
あ
る
鮎
は
間
違
い
な
い
.
そ
れ
に
'
澄
明
に
あ
た
っ
て
'
･

番
犬
の
ほ
か
に
償
佐
が
連
署
し
て
い
る
鮎
も
注
目
に
値
す
る
..
償
佐

は
･
漢
書
王
舎
俸
票

に
,

0
0

司
議
連
償
佐
放
'
奉
詔
書
自
尊
畿
吏
捕
人
｡

と
あ
り
'
百
官
志
注
に
ひ
く
漠
官
に
も

-
‥
十
五
人
佐
'
五
人
傾
佐
‥
-
大
骨
旅

-

･二
十
七
人
佐
'
-
‥
三
十
八
億
佐
卜

姦

尉
候

0

と
あ
る
傾
司
馬
の
官
印
が
'
｢軍
候
司
馬
｣
と
印
文
の
中
に
俄
の
字
を

′ヽ.
a

っ
け
た
ま
定

な
っ
て
3･る
か
ら

'

傾
任
も
正
式
の
官
名
と
み
な
け

7

れ
ば
な
ら
igg.
こ
の
候
佐
玄
は
,
庚
明
郷
喬
夫
に
展
す
る
か
ら
,
彼

は
郷
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
｡
従
っ
て
百
官
志
司
馬
彪
注
の

有
郷
佐
'
屠
郷
'
主
民
放
斌
税
｡

守
あ
る
郷
任
に
あ
た
り
'
そ
の
存
雀
を
前
漠
に
遡
及
し
て
認
め
る
こ
･

と
が
で
き
る
｡
そ
し
て
今
の
と
こ
ろ
郷
番
夫

･
郷
任
が
連
名
し
て
澄

明
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
は

1
簡
も
な
3,か
ら
'
郷
任
は
百
官
志
に
い
う

通
り
賦
税
に
の
み
職
権
を
有
L
t
司
法
の
面
に
は
関
係
し
な
か
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
.
漠
の
官
文
書
が
極
め
て
正
確
で
あ
っ
た
.1
面
が

尭
え
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
東
観
漠
紀
讐

周
真
備
に
･

0
0

周
薫
'
太
原
人
'
郷
佐
饗
某
客
道
'
於
人
中
辱
之
｡

と
声
っ
て
'
郷
任
が
希
役
の
徴
聾
を
直
接
揺
嘗
し
て
い
た
こ
と
も
わ

､

8

か
玩
.
そ
の
職
務
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
ら
,
後
豊

国
夫
が
争
訟

nlH一
O)

の
み
を
つ
か
さ
ど
る
様
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
叛
O

以
上
の
ほ
か
に
郷
番
犬
と
賦
税
の
囲
係
を
し
め
す
木
簡
と
し
て

75

と
み
え
る
.
百
官
志
司
基
の
僕
の
司
馬
彪
の
注
の
中
に
'

0

軍
司
馬

1
八
･･･
･曲
有
軍
候

一
人
････叉
有
運
候
司
馬

･
候
侯
'

0
0
0

営
為
制
式
｡

北口にコ耶

□
□
里
父
老

ロ
ロ

秋
斌
鏡
五
千

正
安
輝
□
□

0
0

0

春

夫
京
催
告

豊
水
こ
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東
利
里
父
老
夏
空
等
数
教

場

回
秋
賦
銀
章

西
郷
守
有
慧

臣
佐
順
臨

0

0
0

0

陽

徒
請
親
且

望

二

の
爾
簡
が
あ
る
｡
こ
の
簡
の
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
ぬ
が
'
大
腰
な
臆

測
を
許
さ
れ
る
な
ら
'
努
斡
氏
が
封
槍
の
形
を
し
て
い
る
と
述
べ
て

n■ーmHu
0

へ
で
,
四
五
･
7
に
は
封
泥
が
獲
っ
て
い
る
こ
と

(回
印
が
そ
れ
)
か

ら
'
他
地
厚
か
ら
居
建
地
直
へ
遮
ら
れ
て
き
た
も
の
と
S,え
る
｡
そ

う
す
る
と
'
焚
陽
は
河
南
郡
発
陽
願
で
あ
り
'
そ
の
こ
.と
は
郷
有
殊

が
S,る
程
の
大
郷
を
持
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
｡
他
郡
の
賦
鏡
が
居
延
報
償

へ
造
ら
れ
て
き
た
こ

と
は
'

贋
谷
黙
長
韓
昌

未
得
本
始
三
年
正
月
壷
三
月
積
三
月
奉
用
鏡
千

八
百

0
0
0
0

元
鳳
元
年
六
月
辛
丑
除

巳
得
河
内
賦
鏡
千
八
百

四
九
八
･
八

の
簡
な
.ど
に
よ
り
有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
結
局
こ
の
爾
簡
は

賦
鏡
が
他
郡
か
ら
連
境

へ
送
ら
れ
た
時
の
荷
札
の
如
き
も
の
で
な
い

0

か
と
思
う
O
そ
れ
か
ら
'
西
郷
守
有
秩
_志
値
佐
順
臨
と
臨
と
は
､

入
廉
小
石
十
四
石
五
斗
'
始
元
二
年
十

7
月
戊
戊
朔
戊
戊
'
第
二

〇

亭
長
骨
'
受
代
田
倉
'
験
見
'
都
丞
廷
毒
臨
｡

毒
三
ニ

ノヽユLiZl

と
同
株
'
責
任
者
の
立
合

っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
｡
と
す
る
な

ら
ば
'
里
の
父
老
が
計
数
す
る
の
を
､
郷
番
犬
と
佐
が
立
合

っ
た
と

で
も
3,ぅ
の
だ
ろ
う
か
.
と
に
か
く
'
官
僚
の
末
端
と
'
民
衆
の
代

表
と
が
同

7
の
簡
に
並
ん
で
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
が
'
十
分
に

解
読
で
き
な
い
の
は
誠
に
遺
憾
で
あ
る
.

後
漠
の
大
儒
鄭
玄
も
郷
番
犬
に
な
っ
た
こ

と
が
あ
っ
た
警

い

う
｡
し
か
し
彼
は
こ
の
職
を
好
ま
な
か
っ
た
｡
最
も
民
衆
に
近
く
'

し
か
も
賦
税

.･
司
獄
の
両
面
で
郷
の
茸
樺
を
持
つ
こ
の
職
は
'
彼
に

は
焼
苛
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
.
そ
れ
は
と
も
か
く
'
こ
の
よ

う
な
権
限
を
も
つ
郷
憲
夫
の
良
否
は
'
願
政
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ

す
も
の
で
'
後
漠
の
初
､
京
兆
郡
長
陵
願
の
郷
番
犬
に
′な
っ
た
第
五

倫
は
'
希
職
を
平
か
忙
し
'
怨
結
を
理
め
て
郷
人
の
歓

心

を
得
た

諾

鮒

と
い
ゝ

,
陳
留
郡
外
黄
願
の
願
令
牛
漂

,
人
選
に
成
功
し

た
の
で
'
令
史
よ
り
韓
じ
た
郷
畜
夫
昭
の
仁
化
大
い
に
行
わ
れ
'
｢
人

は
た
ゞ
番
犬
を
聞
3,て
郡
願
を
知
ら
ざ
る
｣
状
態
に
ま
で
い
た
っ
た

傾
鰯
欝

十

と
冒

｡
郷
番
犬
の
地
位
は
,
所
謂
少
吏
の
中
で
造

営
高
い
も
の
で
あ
っ
て
'
先
に
も
述
べ
た
棟
に
大
郷
の
有
秩
な
ら
ば

小
原
@
長
に
も
比
肩
し
得
る
権
限
を
持

っ
て
い
る
｡
そ
の
鮎
令
史
や

~ヽノ72

尉
史
等
の
様
な
嵐
僚
で
は
な
く
て
､
小
さ
い
乍
ら
猫
立
の
権
限
が
あ

カ

る
.
私
に
民
に
鏡
を
賦
し
'
衣
を
市

っ
て
父
に
進
め
て
そ
の
怒
を
う

け
'
衣
を
持
っ
て
清
泉
太
守
巣
南
の
も
と
に
自
首
し
た
喬
天
孫
性
に

一 76
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勤
し
,
太
守
は

｢
操
｣
と
呼
び
か
け
て
言

誤

鯛

郷
に
あ

っ
て
は

.llHt
37

衣
冠
鮮
明
で
目
立

つ
存
在
で
あ
り
'
確
か
に

｢
地
方
民
に
は
宛
然
父

ノヽ4】ア

母
の
官
｣
の
如
き
で
あ

っ
た
ろ
う
｡
郷
有
秩

･
蔑
夫
が
正
史

の
表
や

志
に
凍

っ
た
の
も
そ
の
故
で
あ
ろ
う
.
し
か
し
彼
等

は
'
或

い
は
令

ノヽ

)

75

76

史
等

の
他

の
官
よ
り
特
任
し
釆
-
'
或

い
は
卒
史

･
督
郵
等

へ
披
擢

さ
れ
て
昇
進
L
t
ま
た
は
顛
莫
倖
舎
番
夫
が
功
と
努
と
を
積

ん
で
候

官

の
士
吏

へ
造

っ
た
棟
に
'
年
功
に
よ

っ
て
も
特
任
し
た
筈

で
あ
る
｡

碑
文
に
穣

っ
た
漢
人
の
官
歴
に
郷
番
犬
が
間

々
見
出
さ
れ
る
こ
と
ii
P
7

そ
れ
が
郡
願

の
吏

の
昇
進

コ
ー
ス
上
の

義

博
で
あ

っ
た
と
い
え
d
h
.

そ
う
す
れ
ば
'
宮
崎
博
士
の
推
測
さ
れ
た

｢
郷
人
の
意
向
を
参
酌
L

Eid87

て
決
定
さ
れ
-
-
郷

の
輿
論
を
反
映
｣
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
く
'

軒
令

1
つ
で
動
く
官
吏
に
す
ぎ
な

い
O
彼
等
は
あ
く
ま
で
民
衆
に
相

封
す
る
官
僚

の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
'
民
衆
と
の
間
に
は

越
え
難

S
,溝
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
.
つ
ま
り
私
は
'
郷
番
犬
は
'
本

稿
で
考
澄
し
た
様
に
'
番
犬
と
い
う
官
等

の
中
の

7
職
種
と
し
て
官

僚
髄
系

の
下
位

に
含
ま
れ
る
も
の
で
'
彼
等
も
ま
た
官
僚

の

一
つ
で

あ

っ
た
と
結
論
し
た
い
の
で
あ
る
｡

註①
歴
史
語
首
研
究
所
集
刊
鱒
二
十
五
本
'
(
一
九
五
四
年
六
月
)

⑦
京
大
人
文
科
畢
研
究
所
創
立
二
十
五
周
年
記
念
論
文
集
｡

④
鎌
田
茎
雄

｢漠
代
郷
官
考
｣
『
漠
代
史
研
究
』
所
収
｡

宮
崎
市
定

｢讃
史
割
記
｣
史
林
二
十

1
ノ
二

な
ど
.

④
鎌
田
氏
は
右
の
論
文
に
麓
記
し
て
'

｢
番
犬
に
は
二
通
り
あ
る
｡

一
は
本
文
の
如
き
力
役

･
蹴
板
を
司
る
官
で

あ
る
が
'
他
は
漠
書
巻
五
十

一
張
樺
之
鱒
に

｢虎
困
春
夫
｣
と
云
う
記
載

が
あ
る
｡
之
は
敢
粕
を
養
う
所
の
役
人
で
あ
る
｣
と
虎
困
春
夫
を
指
摘
し
､

番
夫
に
こ
通
り
あ
る
と
の
見
解
を
連
べ
て
い
ら
れ
る
｡

㊥
文
帝
紀
'
元
年
三
月
詔
'
-
‥
今
歳
首
不
時
'
使
人
存
間
長
老
‥
-
年
八

十
以
上
賜
米
人
月

一
石
'
肉
二
十
斤
'
酒
五
斗
'
其
九
十
以
上
賜
畠
人
二

疋
'
架
三
斤
'
賜
物
及
常
葉
架
米
著
'
長
束
開
簡
'
丞
若
尉
致
'
不
満
九

0
0

十
､
番

夫

令
史
致
｡
ま
た
'
虎
困
番
夫
も
文
帝
の
時
で
あ
る
｡

0
0

㊥
韓
非
子
祝
杯
下
'
晋
中
行
文
子
出
亡
'
過
於
願
邑
'
従
者
日
'
此
番
夫
'

公
之
故
人
､
公
賓
不
休
合
O

0

0

同
外
博
説
右
下
｡
故
失
火
之
番

夫

不
可
不
論
也
｡

な
お
'
管
子
君
臣
篤
に
吏
常
夫

･
入
歯
夫
が
あ
る
.

㊥
詮
文

机
爽
仇
回
'
来
者
薗
両
境
之
'
故
田
夫
謂
之
番
夫
｡

⑦
湊
書
外
戚
恩
浮
表
陽
城
侯
田
延
年
の
候
の
如
浮
注
に
天
子
鏡
蔵
中
都
内
叉

0
0

日
大
内
と
あ
り
'
都
内
鏡
即
ち
賦
家
財
政
を
支
出
す
る
大
司
農
の
盛
を
大

0
0

内
鏡
と
も
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
周
絶
大
僻
の
煉
郵
玄
注
に
大
府
馬
主

0
0
0
0

冶
蔵
之
長
苦
今
司
農
兵
と
い
い
'
ま
た
聴
内
の
俵
に
'
磯
内
主
人
也
若
今

0
0

之
泉
所
入
謂
之
少
内
と
い
う
か
ら
､
大
醇
と
少
貯
'
大
内
と
少
内
と
い
う

様
に
封
比
す
る
と
'
少
内
は
少
府
の
収
入
金
健
を
主
と
る
様
な
官
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
.
謎
記
し
て
教
示
を
ま
ち
た
い
.

◎
湊
書
巻
九
十
七
外
戚
俸
許
麻
薬
の
保
に
も
同
じ
事
が
薯
さ
れ
て
い
る
｡∵
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甲

◎
後
漢
書
部
皇
后
紀
注
に
ひ
く
葵
官
俵
も
同
じ
で
あ
る
.

⑩
例
え
ば
漢
書
別
種
樽
｡

0
0

㊥
例
え
ば
河
南
卒
陰
尉
史
'
君
陽
讐

公
乗
'
魂
聖
'
年

三

g
･買

㊥
伊
藤
徳
男

｢
薬
代
の
郵
に
つ
い
て
｣
東
洋
畢
撃

7<
ノ
三
㌧

払

本

書

海

｢秦
漠
時
代
に
於
け
る
事
の
襲
遷
｣
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
第
三
｡

⑩
後
漢
書
巻
四
十

1
劉
玄
俸
任
所
引
?

⑭
同
劉
金
子
樽
｡

⑳
演
口
桑
圃

｢
薬
代
の
俸
合

-
特
に
そ
の
設
置
地
鮎
に
就
い
て
ー

｣
東

洋
畢
報
二
二
ノ
四

ノ

⑯
容
庚

『
藻
金
文
鎮
』
巻
ニ

㊥
⑱
東
洋
史
研
究
十
二
番
三
戟

⑳

｢
薬
代
の
開
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
｣
関
大
東
西
畢
術
研
究
所
論
叢
葬
十
大
?

⑳
昭
和
十
八
年
十
月
'
桑
名
文
屋
堂
刊
｡

始
元
二
年
の
器
銘
は
同
書
六
-
七
貢
､
永
光
元
年
の
器
銘
は
入
貢
｡

㊧
同
書
十
二
貢
｡

⑳
同
書
二
十
四
貢
｡

㊨
同
書
四
十
三
頁
｡

㊨
同
書
五
十
五
頁
｡

⑳
容
旋

『
湊
金
文
錬
』
撃

ニ
ノ
二
十
二
㌧
金
文
の
収
め
ら
れ
た
書
名
は
'
特

に
必
要
の
な
い
限
り

1
書
に
と
ゞ

め
る
O

⑳
『
入
場
竃
金
石
補
正
』
巻
二
｡

㊨
準
に
つ
い
て
私
は
次
の
横
に
考
え
る
.
薬
事
王
事
停
中
の
寮
の
上
奏
に
'

騎
馬
都
尉
董
賢
'
亦
起
官
寺
上
林
中
'
文
鳥
賢
治
大
葬
'
開
門
郷
北
開
'

0
0

引
王
来
港
園
地
'
使
者

蒔
作'
賞
賜
吏
卒
､
甚
於
治
宗
麟
O
と
い
J
P
蘇

0

0

-.
軒
高
は

｢葬
は
監
戒
な
り
｣
と
い
う
0
こ
の
解
秤
は
'
西
域
都

辞'
護蒐

校
尉
な
ど
に
も
通
用
す
る
O
漆
器
銘
文
に
あ
る
護
工
率
史
は
'
重
罪
時
代

の
漆
器
で
は
護
工
史
'
後
漢
の
漆
器
や
銅
器

(例
え
ば
湊
金
文
鎖
巻
六
永

元
六
年
錦
)
に
は
護
工
壕
と
し
て
で
て
く
る
｡
卒
史
は
青
石
級
の
吏
で
あ

る
か
ら
'
護
に
比
酸
す
れ
ば
高
級
な
の
で
あ
ろ
う
が
'
い
ず
れ
も
工
人
を

監
督
す
る
任
務
で
､
藻
は
現
場
で
工
人
を
監
成
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う

か
｡

⑳
内
藤

虎
次
郎

｢楽
浪
遭
蹟
出
土
漆
器
の
銘
文
｣
『
漬
史
輩
錬
』
所
収
｡

⑳
紀
元

『
構
音
寮
鐘
鼎
褒
器
款
識
』

⑳
『
藻

金
文
錬
』
巻
三
｡

㊥
梅
原
､
前
掲
十
三
東
｡

⑳
弊
徐

『
居
延
漠
簡
考
輝
』
考
護
之
部
'
演
口
重
闘

｢湊
碑
に
見
境
た
る
守

令

･
守
長

･
守
丞

･
守
尉
等
の
官
に
就
い
て
｣
書
宛
七
巻

f
験
O

⑬
劉
牌
智

『
小
校
経
関
金
文
』
巻
十

一

併
と
稗
す
O

㊥
『
梼
古
館
鐘
鼎
褒
賞
款
識
』

⑳
『
小
校
経
閣
金
文
』
巻
十
三
｡

@
『
漢
金
文
錬
』
巻

一
｡

命
『
辞
氏
鐘
鼎
款
識
』

㊥
梅
原
前
掲
六
十
五
頁
｡

⑲
⑲
㊨
㊨
『
藻
金
文
錬
』
巻
三
ノ
二
十
二
'
『

小
横
線
関
金
文
』
巻
十
三
ノ
九

十
六
'
莫
大
徴

『
窓
寮
集
古
鏡
』
弟
二
十
六
ノ
二
十
四
｡

⑳
㊨
⑮
『
湊
金
文
政
』
巻
三
ノ
二
十

1
.

㊨
『
十
鐘
山
房
印
撃
』
拳
之
ニ
'
官
印
十
七
'

五
十
五
'

藤
牧
農
民
の
教
示

に
よ
る
0

㊥
東
商
樽
の
荘
'
如
淳
は
河
南
懐

･
萄
郵
成
層

･
庸
湊
の
三
工
官
に
'
顛
師

古
は
考
工
寮
.･
着
工
皐

･
東
園
匠
に
あ
て
る
.
盛
大
昭
は

『
東
署
耕
償
』

78
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に
考
工
室
の
一
合
二
丞
が
そ
れ
と
考
え

てい
る
｡

㊨
加
藤
紫

｢薬
代
に
於
け
る
樹
家
財
政
と
帝
峯
財
政
の
直
別
並
に
帝
竜
財
政

丁
斑
｣
『
支
那
経
済
史
考
遼
』
上
所
収
o

⑲
同
書
三
十
貢
｡

⑳
『
湊
金
文
鎮
』
巻

1
.

㊥
劉
心
源

『
奇
観
毒
害
金
文
適
』

㊥
『
構

音
寮
鐘
鼎
舜
蕃
款
識
』

㊥
端
方

『
陶
斎
吉
金
鉄
』
巻
六
｡

㊥
『
横
盲
蘇
鐘
鼎
重
器
款
識
』

㊥
『
漠
金
文
鎮
』
巻
四
｡

㊥
『
襲
金
文
鎮
』
巻
二
O

㊥
銘
文
か
ら
み
る
限
り
萄
都
西
工
官
は
そ
う
の
康
で
'
本
文
引
用
の
漆
器
銘

の
ほ
か
､
『
小
校
経
関
金
文
』
巻
十
三
所
収
の
二
年
酒
傍
の
銘
も
'

0

0
0

0
0

清

二
1年
萄
西
工
長
傭
令
史
後
得
春
夫
中
華
佐
康
成
工
貞
造
容
玉
石
重
九

十
五
斤

と
あ
っ
て
､
令
史
が
番
夫
よ
り
先
に
で
て
く
る
.

㊥
金
石
琴
編
所
収
.

㊥
拙
稿

｢薬
代
に
お
け
る
功
夷
に
よ
る
昇
進
に
つ
い
て
｣
東
洋
史
研
究
十
二
一

ノ
三
所
収
参
照
｡

.

.
&
･

㊥
史
記
巻
十
五
六
国
表
'
秦
孝
公
十
三
年

｢初
悠
願
有
秩
史
｣

0
0

史
記
巻
七
十
九
菟
惟
列
倖

｢
今
日
有
珠
以
上
童
謡
大
東
｣

0
0

史
記
巻
六
顛
皇
本
紀
十

1
年

｢
帝
斗
食
以
下
｣

㊨
藤
枝
氏
は

｢湊
簡
職
官
表
｣
に
'

〃
願
官
に
は

(A
)
｢
青
石
以
下
'
有
斗

食

･
佐
史
之
萩
'
是
麓
少
吏
｣
(B
)
｢
操
-
薗
夫

1
令
史

-
佐
｣
の
こ
系

列
が
Iぁ
り
'
時
代
に
よ
る
連
い
か
部
課
に
よ
る
薄
い
で
並
存
し
て
い
た
も

の
か
判
断
で
き
な
い
〃
i)
さ
れ
る
が
'
(A
)
は
秩
次

(B
)
は
官
等
を
あ

ら
わ
し
'
並
存
し
て
い
た
.
官
吏
は
歌
次
に
よ
っ
て
階
級
づ
け
ら
れ
t.
聴

衆
に
慮
す
る
官
敏
が
あ
っ
た
｡
例
え
ば
萩
六
青
石
の
官
に
は
'
廷
尉
卒

･

O

O

O

清
作
大
匠
丞

･
大
長
歌
丞

･
下
級
願
令

設
置
常
初
の
刺
史
等
々
の
職
が

あ
り
､
他
方
丞
と
い
え
ば
す
べ
て
次
官
と
い
う
官
等
を
意
味
す
る
が
'
そ

れ
に
は
大
骨
丞

(
六
官
軍
)
も
'
郡
太
守
丞

(
大
官
石
)
も
'
戊
巳
校
尉

丞
(
比
六
青
石
)
も
倣
丞

(四
首
-
ニ
百
石
)
鴻
あ
っ
た
｡
経
っ
て
同
萩
官

で
も
官
等
が
違
い
'
同
じ
等
級
で
も
横
束
が
違
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
'

薗
夫
と
い
う
官
等
に
有
珠
と
斗
食
の
秩
次
が
あ

ゥ
た
9
で
盾
渇
o
A

･
B

は
範
境
が
適
う
の
で
あ
る
｡

㊥
細
密
夫
以
外
の
春
夫
の
任
免
確
の
所
在
は
確
か
に
は
わ
斬
ら
ぬ
が
'
郡
麻

の
番
犬
は
細
菌
夫
と
両
様
で
な
か
っ
た
ろ
う
か
｡

㊨
藤
彼
氏

｢漠
簡
職
官
表
し
参
照
｡

㊨
前
掲

｢薬
代
の
関
所
と
パ
ス
ポ
ー
ト
｣

@
こ
の
欧
字
は
□
□
朔
□
口
と
い
う
日
附
で
あ
る
O

o

O

㊥
『
十
鐘
山
彦
印
畢
｣
撃
之
二
官
印
十
.
他
に

｢
部
恨
司
賭
し
｢傭
司
馬
印
｣

が
あ
る
｡

㊥
王
尊
俸
蘇
林
江
に
胡
公
漠
官
椴
佐
取
内
郭
善
史
書
佐
給
諸
府

(貯
有
史
故

首
位
也

)
-
七
字
は
補
注
引
宋
離
日
に
よ
り
補
う

ー
と
あ
る
が
'
こ
ゝ

に

は
あ
た
ら
ぬ
牒
に
息
う
.

㊨
貰

青
票

同
博
に
よ
る
と
'
こ
の
事
件
嵩

要

･
王
葬
以
前
の
こ
と

で
､
こ
れ
も
前
額
に
郷
俊
が
い
た
許
嫁
に
な
る
O

0
0

㊥
宋
書
宵
宮
窓
下
に
郷
有
郷
佐
三
老
有
秩
番
夫
沸
教
各

1
人
郷
佐
有
秩
童
顔

税
-
-
薗
夫
主
争
訟
と
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
る
と
郷
に
は
有
水
も
薗
夫
も
わ

た
こ

と
に
億
る
が
､
前
文
の
薬
剤
云
々
を
う
け
る
の
か
､
複
文
各
有
番
俗

79
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無
定
制
也
に
ま
で
連
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
.
恐
ら
く
英
側
が
く
ず
れ
て

い
っ
た
結
果
だ
と
思
う
が
'
後
考
を
ま
ち
た
い
｡

⑯
『
居
延
漠
簡
考
滞
』
考
誇
之
部
｡

㊥
同
類
の
文
書
は
米
田
前
掲
参
照
｡

@
庚
奮
儀
に
令
東
田
令
史
'
丞
吏
日
丞
史
'
尉
吏
日
尉
史
と
あ
る
O
令
の
展

吏
'
尉
の
層
史
の
意
味
で
あ
る
｡

㊥
束
観
漠
記
巻
十
任
光
侍
､
南
陽
宛
人
也
'
初
蔑
称
杏
夫
'
藻
兵
攻
宛
'
軍

人
見
光
衣
冠
鮮
明
'
令
解
衣
滑
斬
両
孝
之
｡

⑳
宮
崎
前
掲
｡

㊥
漢
書
張
敵
侍
｡

⑯
後
漢
書
第
五
倫
侍
｡

㊥
第
五
倫
侍
に
'
栗
東
願
の
郷
佐
玄
賀
が
九
江

･
蹄
の
部
守
を
糎
て
大
司
農

に
い
た
っ
た
こ
と
が
み
え
る
｡

㊥
宮
崎
前
掲
｡

本
稿
は
昭
和
二
十
九
年
度
文
部
省
科
挙
研
究
費
の
補
助
に
よ
る

｢
カ
ラ
ホ

ト
附
近
出
土
漠
代
文
書
の
整
理
並
に
そ
れ

に

よ

る
車
代
史
の
綜
合
的
研

究
｣
の
成
果
の
1
部
で
あ
る
0

-

1
九
五
五
･
三
･
二
七
-

追
記仙森

鹿
三
教
授
か
ら
'
倍
音
大
藩
簾
に
'

0
0

天
唯
喪
駿
'
若

穂
夫'
予
易
敢
不
終
朕
畝
.

と
-

,
誓

認

芸

侍
の
王
葬
の
語
に
･

0
0

天
惟
喪
馨
義

'
劉

倍
'
若
番

夫

'
予
審
敢
不
終
予
鳴
｡

と
類
似
の
旬
が
あ
っ
て
､
薗
夫
が
稀
夫
の
意
味
に
用
い
ら
れ

てい
る
｡

怒

ら
く
農
夫
が
'
良
草
を
育
て
'
惑
草
を
除
く
と
こ
ろ
か
ら
碑

じて
民
草
を

治
す
る
官
名
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
示
教
を
う
叶
た
.

〇
〇
〇
〇

物甘
韓
二
年
正
月
辛
卯
朔
丙
午
肩

水

禽

□

屡

]1)七
･空

(
元
)始
四
年
十
二
月
丁
酉
朔
己
亥
横
待
命
建
守
丞
安
昌
敢
貫
之
産
移
十

月
田

(
面
)

0
0
0

縁
家

守
番
犬延
年
佐
裁

(育
)

悪
･
10

な
ど
は
'
或
い
は
勝
薗
夫
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
t
LM

か
疑
問
が
あ
る
の
で
後
考
を
ま
つ
こ
と
に
し
た
い
｡-

1
九
五
五
･七
･五

-

昭
和
三
十
年
度

京
都
大
挙
文
畢
部
東
洋
史
関
係
講
義
題
目

(-
)

東

洋

史

研
究

史

籍

日

銀

畢

酉
ア
ジ
ア
史
の
諸
問
題

中
国
古
代
史
の
諸
問
題

康

有

馬

研

究

六

覇

時

代

史

ア
ッ
.ハ
ー
ス
朝
敵
合
の
研
究

宮

崎

教

授

勿

田

教

授

大

島

講

師

小

野
川
助
教
授

宮

川

講

師

佐

藤

助

手
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演
習

K
,
A
.W
ittfoget
;
H
isto
ry
o
f
c
h
in
ese

s

ociety,
L
iao･

田

村

教

授

講
読

鹿
洲

公
案
試
讃

宮

崎

教

授

宋

史

食

貨

志

佐

伯

助

教

授

大
唐
西
域
記
に
記
さ
れ
た
る
中
東
及
び
印
度

佐

藤

助

教

授



Se-fu c=~) of Han Dynasty

O.Oba

The obligation of 8e-fu (~7~J listed in Han-shu Pai-kuan-kung.:ch'ing

piao (ilf.s'&0g~P~) and Hsii-han-shu Pai-kuan-chih (%i~-!=s,&;1!;) was

to collect taxes and to charge a court in Hsiang (~~~). This kind of

Se-fu was called Hsiang Se-fu. Beside it, however, there seem to have
, .

been thirteen kinds of Se-fu in Han Dynasty, alLdifferent in obligations.

- •.:2 -



Therefore, the Se-fu was a common official title and that of Hsi.ang

represented only a kind of it.
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